
愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん等 

デザインマニュアル 
 

１-１ みきゃんのカラー 

 ○カラー表示      

 

 

 

 

 

 

 ○単色表示 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ ダークみきゃんのカラー 

○カラー表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

○単色表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：DIC122 PANTONE1375（C0%・M45%・Y100%・K0%） 

：DIC250 PANTONE7732（C85%・M10%・Y100％・K10%） 

：DIC2060 PANTONE9160（C0%・M10%・Y30%・K0%） 

：DIC156 PANTONE185（C11%・M92%・Y82%・K0%） 

：DIC125 PANTONE Yellow012（C0%・M10%・Y80%・K0%） 

：DIC582 PANTONE Black（C0%・M0%・Y0%・K100%） 

：C70.9%・M46%・Y100%・K8.24% 

：C77%・M63%・Y77％・K10% 

：C0%・M0%・Y16%・K0% 

：C0%・M0%・Y27%・K0% 

：C0%・M0%・Y59%・K0% 

：C0%・M78%・Y100%・K0% 

：C65%・M41%・Y17%・K0% 

：C0%・M45%・Y100%・K0% 

：C0%・M0%・Y0%・K100% 

 → K65% 

 → K80% 

 → K10% 

→ K10% 

→ K10% 

→ K40% 

→ K50% 

→ K10% 

 K100% 

→ K30% 

→ K90% 

→ K10% 

→ K75% 

→ K20% 

 K100% 



１-３ こみきゃんのカラー 

 ○カラー表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○単色表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４ こダークみきゃんのカラー 

○カラー表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

○単色表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C55%・M0%・Y100%・K0% 



※カラー表示したものを、モノクロで印刷したり、カラーで印刷したものをモノクロコピー

することも可。 

 

２ みきゃん、ダークみきゃん、こみきゃん及びこダークみきゃんのサイズ 

 ○ 原則として、高さ 2.0cm 以上で使用すること。 

 ○ 紙面の都合等で、高さ 2.0cm 以下で使用する場合は、デザインが細部まで判別できる

ように留意すること。 

 

３ デザインの使用方法 

 (1) デザイン一覧表に掲載しているデザインをそのまま使用する場合 

  ○ 使用許諾後、申請書に記載されているメールアドレスにデザインデータを送付する

ので、本マニュアルに従って適切に使用すること。 

  ○ 写真やイラストなどの背景を入れることは可能。 

 (2) デザイン一覧表に掲載しているデザイン以外のものにアレンジする場合 

  ○ デザイン案を申請書に添付すること。 

  ○ 特定の企業や団体の商品を推奨したり応援したりするアレンジはできないこと。 

○ 使用許諾後、アレンジしたデザインデータをイラストレータ及び JPEG で県に提出す

ること。 

 

４ 表示のルール 

 ○ みきゃんを使用する場合は、原則として、「愛媛県イメージ

アップキャラクター みきゃん」の標記を付すること。ダーク

みきゃんを使用する場合は、「愛媛県 ダークみきゃん」の標

記を付すること。こみきゃんを使用する場合は、原則として、

「愛媛県 こみきゃん」の標記を付すること。こダークみき

ゃんを使用する場合は、「愛媛県 こダークみきゃん」の標記

を付すること。 

   書体は原則としてゴシックとし、「みきゃん」、「ダークみきゃん」、「こみきゃん」及び

「こダークみきゃん」を「」でくくらず、少し大きいフォントで表記することとするが、

他とのバランス等で困難な場合はこの限りではない。 

 ○ 「みきゃん」、「ダークみきゃん」、「こみきゃん」及び「こダークみきゃん」の使用許

諾を受けた場合は、原則として、デザインの近接に許諾番号を明記すること。 

 ○ コピーライト標記をする場合は、みきゃんについては、©2011 愛媛県みきゃん○○○

○○○○又は©2011ehime pref.mican♯○○○○○○○と、ダークみきゃんについては、

©2015 愛媛県ダークみきゃん○○○○○○○又は©2015ehime pref.darkmican♯○○○○

○○○と、こみきゃんについては、©2018 愛媛県こみきゃん○○○○○○○又は

©2018ehime pref.komican♯○○○○○○○とすること、こダークみきゃんについては、

©2021 愛媛県こダークみきゃん○○○○○○○又は©2021ehime pref.kodarkmican♯○○

○○○○○とすること。 

 

５ 使用にあたっての留意事項 

 ○ デザインをアレンジする場合、アレンジにともなって発生する著作権（著作権法第 21

条から 28 条までに規定する権利をいう。）は、県に帰属するものとする。また、アレン

ジする者は、県並びに県により正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を

※表示例 

 
愛媛県イメージアップキャラクター 

みきゃん 
許諾番号：○○○ 



承継したものに対し、著作者人格権（著作権法第 18条から 20 条までに規定する公表権、

氏名表示権及び同一性保持権をいう。）を行使しないこととする。 

 ○ 県は、アレンジした者の最初の許諾期間は、そのアレンジしたデザインを公開しない

ものとする。 

 ◯ こダークみきゃんはこみきゃんが一時的に変身したキャラクターであるため、同一の

デザイン内で併用して使用しないこと。（使用できない例：こみきゃんとこダークみきゃ

んが会話をしている） 

 ○ イメージの統一を図るとともに、県のイメージアップキャラクターとして公正公平に

使用するため、次のような使用はしないこと。 

 

 ①縦横の比率を変える           ②色を変える  

 

 

 

 

 

 

  ③キャラクターの一部を変更する     ④特定の企業や団体の商品を推奨する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○○饅頭 

おいしいけん！ 


